
令和４年度 沼津市自転車活用推進協議会

【 Do    】目標達成に向けた令和４年度の具体的取組
【 Act    】計画目標の達成に向けた令和５年度取組
【 Check 】計画の目標の達成状況とその考察

資料２

目標１．自転車利用環境の充実による安全性の確保



物理的デバイスの設置

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

I ．自転車通行空間整備推進プロジェクト

５.ゾーン30や狭さく等による安全対策の実施

【内容】
・R4.6に花園地区にて、交差点ハンプ(図１)を設置(３箇所目)
・R5.3に大塚地区にて、スムース横断歩道(図２)を本格設置
(R3.10に社会実験実施)

【見込まれる効果】
・過度な速度で車両が通過した際、※ハンプによってドライ
バーへ不快感を与えられることにより、交差点部分での速度抑
制が図られる。また、連続設置により、区間全体での速度抑制
も可能となる。
・横断歩道部にハンプを設置することにより、自動車の速度抑
制に加え、歩行者の視認性の向上・横断歩道の停止率向上の効
果も期待できる。

※ハンプ…道路上に設けた凸部(コブ状のもの)であり、生活道路
等における車両の速度抑制に用いられる。

【今後の展開】
・物理的デバイスの設置や周辺の道路整備の進捗により、地区
内を通り抜けていた車両が、他ルートを選択することで地区内
の通過交通が減ることが見込まれる。
・併せて、幹線道路の自転車専用通行帯の整備を行い、自転車
利用の安全性を確保していく。
・市民の方に広く取組みを知ってもらい、自転車利用者や歩行
者の安全性向上に繋げていく。

【図１】 【図２】
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P1

静岡県内で最初に指定されました！！

【Do】目標達成に向けた令和４年度の具体的取組 【目標１】 取組代表事例



子供の移動経路に関する交通安全プログラムに基づく点検実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

10.自転車の走りやすさ安全性に関するマップの作成と発信
【内容】
・「沼津市 子供の移動経路に関する交通安全プログラム」に基づき、関係者
（有識者・学校・教育委員会・警察・ＰＴＡ・自治会・道路管理者等）と定
期的に合同点検を行い、危険箇所を抽出及び検討。

・有識者の助言のもと、対応案の検討及び合意形成後、安全対策を実施。
・対策実施後の効果検証を行い、対策の改善や充実を検討。この取組みを
継続的に行うことで、安全性の向上を図る。

【実績】
事例１：速度抑制や歩道強調のために設置されていたラバーポールの修理実施。
事例２：有識者の助言のもと、白線とグリーンベルトの設置位置を変更。

【考察】
事例１：ラバーポールの修理によって、車道と路側帯の分離が強調されたこと

で、児童の安全性が向上。
事例２：白線とグリーンベルトの設置位置変更により、車両から児童の視認性

が向上し、児童の安全性が向上。

【今後の展開】
・過年度に実施してきた対策箇所の効果の把握と検証を行い、次年度以降の
対策の改善・充実を図る。

P2【Do】目標達成に向けた令和４年度の具体的取組 【目標１】

対策前 対策後

事例1

対策前 対策後

事例2

通学路安全対策ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの助言のもと、白線とグリーンベルトの設
置位置を変更したことで車両からの視認性が向上した。

速度抑制や歩道強調のために設置されていたポールの修理を実施

関係者（有識者・学校・教育委員会・警察・ＰＴＡ・自治会・道路管
理者等）と合同点検を行い、危険箇所を把握

取組代表事例



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

施策シート

措置

事業内容 ・自転車ネットワーク計画に基づき、通勤・通学・買物等の日常的な移動や観光・レクリエーション等で、安全・安心・快適に
自転車を利用できるよう、自転車通行空間の整備を効果的、効率的に推進します。

市担当課：建設デザイン調整室、道路建設課実施主体

1. 沼津市自転車ネットワーク計画等に基づく自転車通行空間の整備

実施

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保 目標４．サイクルツーリズム推進による交流人口の拡大

Ⅵ．魅力的なサイクリング、サイクルツーリズム創出プロジェクト

Ｒ4実績 ●市施工
・実施路線 2路線

市道0103号線(納米里本田町線)
市道0216-1号線(市道沢田線)

・実施延長 0.77km

●県施工
・実施路線 1路線

県道139号(原木沼津線)
・実施延長 2.1km

●R4末時点整備延長（見込み）
・実績値 69.85km（64.4％）
・目標値 54.2km（50％）※R4末時点目標

P3【Do】目標達成に向けた令和４年度の具体的取組 【目標１】

※沼津市自転車ネットワーク計画の更新作業
・これまでの整備効果の評価 ・現計画路線の見直しと追加



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

Ｒ5取組内容

施策シート

措置

事業内容 ・自転車ネットワーク計画に基づき、通勤・通学・買物等の日常的な移動や観光・レクリエーション等で、安全・安心・快適に
自転車を利用できるよう、自転車通行空間の整備を効果的、効率的に推進します。

市担当課：建設デザイン調整室、道路建設課実施主体

1. 沼津市自転車ネットワーク計画等に基づく自転車通行空間の整備

実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保 目標４．サイクルツーリズム推進による交流人口の拡大

Ⅵ．魅力的なサイクリング、サイクルツーリズム創出プロジェクト

●市施工
・予定路線 1路線（市道0109号線(西条千本線)）
・予定延長 0.26km

●県施工
・予定路線なし（短期計画路線はＲ4末までに完了）
長期計画路線は、「道路新設・改良に合わせて整備されるもの」や「鉄道高架に合わせて整備するもの」、
「自転車専用通行帯の計画で現状だと整備が難しいもの」等がある

●R5末時点整備延長（見込み）
・予定値 70.11km（64.7％）
・目標値 54.2km（50％）※R4末時点目標

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

P4【 Act    】計画目標の達成に向けた令和５年度の取組【目標１】

※沼津市自転車ネットワーク計画の更新予定
・これまでの整備効果の評価 ・現計画路線の見直しと追加



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

施策シート

措置

事業内容 ・案内誘導サイン、危険箇所での注意喚起、夜間の安全性を確保するための街灯等を整備します。
・県の整備方針やナショナルサイクルルートにおける案内誘導の方針を踏まえ、多言語化を含めた統一的な
案内誘導サイン等を整備します。

市担当課：建設デザイン調整室、道路建設課、道路管理課実施主体

2.自転車を利用しやすい環境の整備

実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保 目標４．サイクルツーリズム推進による交流人口の拡大

Ⅵ．魅力的なサイクリング、サイクルツーリズム創出プロジェクト

Ｒ4実績
●案内誘導サイン
・自転車通行空間整備に併せ、ピクトグラム等の路面標示を実施
・太平洋岸自転車道が令和3年5月31日にナショナルサイクル
ルートに指定されたことに伴い、整備が今後拡大する見込み

●注意喚起
・該当なし
●街灯等
・該当なし

●沼津市内の太平洋岸自転車道ルート

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

P5

Ｒ5取組内容
●案内誘導サイン
・自転車通行空間整備に併せ、必要なサインを設置予定
●注意喚起
・予定無し
●街灯等
・予定無し

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

施策シート

措置

事業内容 ・自転車通行空間の定期的な舗装修繕・道路整備、道路上にはみ出した樹枝の剪定・除草、自転車が通行す
る車道路面上の滑りやすい土砂の除去等、適切な維持管理を実施します。

市担当課：道路管理課実施主体

3.自転車通行空間の適正な維持管理

実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ4実績

●舗装修繕
・市道0109号線 L=193ｍ A=1,980.0m2
・市道0216-1号線 L=159ｍ A=1,610.0m2
・市道0221号線 L=269ｍ A=1,480.0m2

●樹枝の剪定・除草
・適宜実施
・狩野川左岸（港大橋天神洞線）：除草Ｌ＝4,043ｍ

●道路面の土砂撤去・清掃
・適宜実施

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

P6

Ｒ5取組内容

●舗装修繕
・市道0109号線 L=200ｍ A=2,200.0m2
・市道0216-1号線 L=130ｍ A=780.0m2

●樹枝の剪定・除草
・適宜実施予定
・狩野川左岸（港大橋天神洞線）：除草Ｌ＝4,043ｍ

●道路面の土砂撤去・清掃
・適宜実施予定

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

施策シート

措置

事業内容 ・自転車専用通行帯等が設置されている道路において、自転車通行に支障をきたす路上駐車が多い路線では、
警察署に違法駐車の取締りを要請します。
・また、違法駐車を減らすために、違法駐車抑止のための広報啓発活動を展開するなど、違法駐車の追放対
策を推進します。

市担当課：生活安心課実施主体

4.自転車通行空間上の違法駐車取締りの推進

実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ4実績
●違法駐車の取締り要請
・０回

●広報啓発活動
・72回（１か月に６回）
・シルバー人材センターに業務委託
・１回につき、駅北口、駅南口に１人ずつ配置

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

P7

Ｒ5取組内容

●違法駐車の取締り要請
・予定なし、適宜対応

●広報啓発活動
・ 72回（１か月に６回）
・シルバー人材センターに業務委託
・１回につき、駅北口、駅南口に１人ずつ配置

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

施策シート

措置

事業内容 ・生活道路を走行する車両の速度抑制や進入抑制を図るため、生活道路について、路面表示やボラード等の
狭さく、立体に見える路面表示等の設置による安全対策を検討します。

市担当課：道路管理課実施主体

5.ゾーン３０や狭さく等による安全対策の実施

実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ4実績
●ゾーン30
・Ｒ4年度の新たな指定無し
※市内6箇所指定済

●ゾーン30プラス
・Ｒ4年度の新たな指定無し
※Ｒ3.12.9に花園町地区が
県内初指定

●物理的デバイスの設置
・Ｒ4.6に花園町地区にて、
3箇所目の交差点ハンプを設置
・Ｒ5.3に大塚地区にて、
スムース横断歩道を本格設置
※(R3.10社会実験実施)

路面標示・看板（ゾーン30プラス） スムーズ横断歩道 交差点ハンプ

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

P8【Do】目標達成に向けた令和４年度の具体的取組 【目標１】



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

Ｒ5取組内容

施策シート

措置

事業内容 ・生活道路を走行する車両の速度抑制や進入抑制を図るため、生活道路について、路面表示やボラード等の
狭さく、立体に見える路面表示等の設置による安全対策を検討します。

市担当課：道路管理課実施主体

5.ゾーン３０や狭さく等による安全対策の実施

実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

●ゾーン30
・Ｒ5年度の新たな指定予定無し ※市内6箇所指定済

●ゾーン30プラス
・花園町地区における安全対策完了（引き続き協議会を開催するとともにフォローアップ実施予定）
・新たな指定に向けて検討予定

●物理的デバイスの設置
・予定なし

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

P9【 Act    】計画目標の達成に向けた令和５年度の取組【目標１】



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

施策シート

措置

事業内容 ・無電柱化の実施路線においては、道路空間を活用した自転車通行空間の確保も合わせて検討します。

市担当課：建設デザイン調整室、道路建設課、駅周辺区画整理事務所実施主体

6.無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備

実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ4実績
●無電柱化整備路線
○市施工
・(都)沼津南一色線（市道1722号線） … 詳細設計実施中（将来計画は自転車道）
・(都)千本香貫山線（市道0106-2号線）… 無電柱化整備中（将来計画は自転車専用通行帯）
・(都)三枚橋錦町線（市道0237号線） … 無電柱化整備中（将来計画は自転車専用通行帯）

○県施工
・国道414号 … 無電柱化整備中（将来計画は自転車専用通行帯）
・県道162号（沼津停車場東沢田線） … 無電柱化整備中（将来計画は自転車専用通行帯）

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

P10【Do】目標達成に向けた令和４年度の具体的取組 【目標１】



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

Ｒ5取組内容

施策シート

措置

事業内容 ・無電柱化の実施路線においては、道路空間を活用した自転車通行空間の確保も合わせて検討します。

市担当課：建設デザイン調整室、道路建設課、駅周辺区画整理事務所実施主体

6.無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備

実施

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

●無電柱化整備路線
○市施工
・(都)沼津南一色線（市道1722号線） … 無電柱化整備（将来計画は自転車道）
・(都)千本香貫山線（市道0106-2号線）… 無電柱化整備（将来計画は自転車専用通行帯）
・(都)三枚橋錦町線（市道0237号線） … 無電柱化整備（将来計画は自転車専用通行帯）

○県施工
・国道414号 … 無電柱化整備（将来計画は自転車専用通行帯）
・県道162号（沼津停車場東沢田線） … 無電柱化整備（将来計画は自転車専用通行帯）

I．自転車通行空間整備推進プロジェクト

P11【 Act    】計画目標の達成に向けた令和５年度の取組【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・安全な自転車利用に求められるルール・マナーは年齢等に応じて異なる場合があるため、子どもから高齢者までそれぞれの
ライフステージに合せた体系的な自転車安全教育を実施します。
・子ども、初心者、女性、高齢者など、ターゲットに合せた自転車の乗り方教室を実施します。
・運転免許証返納後の足として、電動アシスト自転車を利用した交通安全教室の実施など、各世代のニーズに合わせた交
通用具を用いた自転車安全教室を実施します。

市担当課：生活安心課、学校教育課実施主体

７．世代に応じた交通安全教室の開催

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ４実績

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施

■交通安全リーダー
と語る会

■交通安全教室

P12

静岡県交通安全協会沼津地区支部と協力し、市内各小中学校において、
交通安全に関する取組を実施。
「交通安全リーダーと語る会」（小学校６年生）
・６年生・保護者・警察等の関係者と、交通安全に関する地域の課題
の解決方法などについて意見交換を実施。

「自転車マナー向上対策」（小学校４年生）
・警察や交通安全指導員を学校に招き、交通マナーや自転車の乗り方
など交通安全教室の実施。
・街頭や通学路における街頭指導の実施。

静岡県交通安全協会沼津地区支部と協力し、市内各小中学校において、
交通安全教室を実施する。

Ｒ５取組内容

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・自転車利用者だけでなく、車道上において互いに関与しあう自動車のドライバーに対しても、自転車ルールや思いやり運転
等を周知・啓発することで、自転車交通の総合的な安全性の向上を推進します。・子ども、初心者、女性、高齢者など、
ターゲットに応じた自転車の乗り方教室を実施します。
・各世代での交通安全教室実施の際や、教習所での講習時に、安全を保つためのルールや、マナーの周知啓発を実施しま
す。

市担当課：生活安心課実施主体

8.自動車との共存に向けた相互理解の促進

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

P13

実施

静岡県交通安全協会沼津地区支部と黄瀬川自動車
学校が共催している交通安全教室に協力し、ドライバー
目線での自転車利用者への注意点等の講習を実施し
た。
また、自転車のルールとマナーについて、交通安全教室、
市HP、SNS等により自転車利用者だけでなく、自動車
のドライバー等に対しても周知、啓発を行った。

Ｒ５取組内容

静岡県交通安全協会沼津地区支部と黄瀬川自動車学校が共催している交通安全
教室に協力し、ドライバー目線での自転車利用者への注意点等の講習を実施する。
また、自転車のルールとマナーについて、交通安全教室、市HP、SNS等により自転車
利用者だけでなく、自動車のドライバー等に対しても周知、啓発を行う。

Ｒ４実績

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・市内12の高等学校で構成される「沼津市高校生自転車マナー向上委員会」の一斉街頭指導及び啓発活動等の活動
推進により、高校生のさらなる自転車マナー向上と交通事故防止を図ります。

市担当課：生活安心課実施主体

9.沼津市高校生自転車マナー向上委員会による自転車マナー啓発活動の推進

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施

P14

１か月に１度、委員会と協力し、早朝または夕方に街
頭指導・広報を実施した。
沼津市交通安全対策協議会において委員会設立以
降10年以上にわたる啓発活動に対して特別表彰を
行った。
また、市から委員会へ啓発活動用の幟旗やタスキの贈
呈を実施。

Ｒ５取組内容

１か月に１度、委員会と協力し、早朝もしくは夕方に
街頭指導・広報を実施する。
３月頃に市から委員会へ啓発活動用の幟旗やタスキ
の贈呈を行う。

Ｒ４実績

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・県や教育委員会、学校、ＰＴＡ、警察等と協働し、自転車の視点も踏まえた通学路の安全点検を推進します。
・自転車の安全利用に向けた意識啓発を促進するために、自転車の視点や学生の視点を踏まえた通学路の安全点検を
実施し、「通学路安全マップ」を作成します。
・日常的に自転車を利用する人に向けて、自転車で走りやすいルートや、安全に走行できる自転車通行空間、タクシーやバ
スなどのドライバー目線からの指摘等も含めたマップの作成と発信を行い、自転車関連事故を削減します。

市担当課：生活安心課、学校教育課、道路管理課実施主体

10.自転車の走りやすさや安全性に関するマップの作成と発信

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ４実績

静岡県交通安全協会沼津地区支部と協力し、
市内小学校通学路の危険マップを作成。
各小学校に掲示し、交通安全の啓発を
実施した。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

P15

実施検討

Ｒ５取組内容

静岡県交通安全協会沼津地区支部と
協力し、市内の危険マップ作成を検討し、
交通安全の啓発を実施する。

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・県や教育委員会、学校、PTA、警察等と協働し、自転車の視点も踏まえた通学路の安全点検を推進します。
・自転車の安全利用に向けた意識啓発を促進するために、自転車の視点や学生の視点を踏まえた通学路の安全点検を
実施し、「通学路安全マップ」を作成します。
・日常的に自転車を利用する人に向けて、自転車で走りやすいルートや、安全に走行できる自転車通行空間、タクシーやバ
スなどのドライバー目線からの指摘等も含めたマップの作成と発信を行い、自転車関連事故を削減します。

市担当課：生活安心課、学校教育課、道路管理課実施主体

10. 自転車の走りやすさや安全性に関するマップの作成と発信

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ４実績
令和2年度に策定した「沼津市 子供の移動経路に
関する交通安全プログラム」に基づき関係者による
合同の点検を行い安全確保を図っている。

速度抑制や歩道強調のために設置されていたポールの修理を実施

≪Ｒ４年度に通学路点検を実施した箇所の対策事例≫

対策前 対策後

Ｒ４年度も関係者
（有識者・学校・
教育委員会・警察・
ＰＴＡ・自治会・道路
管理者等）と
合同点検を行い、
危険箇所の把握

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

P16

検討 実施

通学路安全対策ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの助言のもと、白線とグリーンベルトの設置位置を
変更したことで車両からの視認性が向上した。

対策前 対策後

≪Ｒ３年度に通学路点検を実施した箇所の対策事例≫

【Do】目標達成に向けた令和４年度の具体的取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・県や教育委員会、学校、PTA、警察等と協働し、自転車の視点も踏まえた通学路の安全点検を推進します。
・自転車の安全利用に向けた意識啓発を促進するために、自転車の視点や学生の視点を踏まえた通学路の安全点検を
実施し、「通学路安全マップ」を作成します。
・日常的に自転車を利用する人に向けて、自転車で走りやすいルートや、安全に走行できる自転車通行空間、タクシーやバ
スなどのドライバー目線からの指摘等も含めたマップの作成と発信を行い、自転車関連事故を削減します。

市担当課：生活安心課、学校教育課、道路管理課実施主体

10. 自転車の走りやすさや安全性に関するマップの作成と発信

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ５取組内容

令和2年度に策定した
「沼津市 子供の移動経路に関す
る交通安全プログラム」
に基づき関係者による合同の点
検を行い安全確保を図っている。

対策実施後の効果検証を行い、対策の改善や充実を検討する。
この取組みを継続的に行うことで、安全性の向上を図る。

〇過年度に実施してきた対策箇所の効果の把握と検証。
〇Ｒ４年度の合同点検における対策必要箇所の早期実施。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施

P17 【 Act    】計画目標の達成に向けた令和５年度の取組【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・市役所職員は、自転車の交通について、地域住民の手本となるようにします。

・交通関連書類等の回覧の実施や庁内掲示板などを活用して、市職員に対する交通マナーの周知徹底を図ります。

人事課実施主体

11．市役所職員の自転車の交通に対するモラルの向上

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ４実績

・年度当初にコンプライアンス委員を通じ、所属長による毎月初めに交通マナーの注意喚起を実施した。
・通勤マナーに関わる苦情等はなかった。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施

P18

Ｒ５取組内容

・年度当初にコンプライアンス委員を通じ、所属長による毎月初めに交通マナー の注意喚起を依頼する。
・職員に対する苦情や交通マナーの低下が見られた場合には、文書等を発出し、注意喚起を実施する。

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・5月の自転車月間において、市民の自転車利用促進を啓発するため、自転車を活用した健康増進セミナー、自転車通
勤に関するセミナー等のイベント実施やレンタサイクル等の特別割引を検討します。

・シェアサイクルの体験イベント開催について、事業者への働きかけを検討します。

市担当課：まちづくり政策課、建設デザイン調整室、ウィズスポーツ課、生活安心課実施主体

12. ５月の自転車月間における自転車利用の啓発促進

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保 目標２．移動の利便性向上による自動車への過度な依存の低減

目標３．自転車の活用による健康の増進

Ⅲ．良好な都市環境の形成プロジェクト

Ⅴ．おでかけサイクリングプロジェクト

目標４．サイクルツーリズム推進による交流人口の拡大

Ⅵ．魅力的なサイクリング、サイクルツーリズム創出プロジェクト

Ｒ４実績

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

令和４年５月１日号 “広報ぬまづ”に
おいて自転車月間の記事を掲載
→自転車の交通ルールやマナーについて
紹介してるサイトを紹介し、市民の自転
車安全利用の啓発促進に取り組んだ。

実施

P19

Ｒ５取組内容

５月の“広報ぬまづ”を活用し、
自転車利用の啓発促進に係る
取り組みを紹介する。

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・5月の自転車月間において、市民の自転車利用促進を啓発するため、自転車を活用した健康増進セミナー、自転車通
勤に関するセミナー等のイベント実施やレンタサイクル等の特別割引を検討します。

・シェアサイクルの体験イベント開催について、事業者への働きかけを検討します。

市担当課：まちづくり政策課、建設デザイン調整室、ウィズスポーツ課、生活安心課実施主体

12. ５月の自転車月間における自転車利用の啓発促進

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保 目標２．移動の利便性向上による自動車への過度な依存の低減

目標３．自転車の活用による健康の増進

Ⅲ．良好な都市環境の形成プロジェクト

Ⅴ．おでかけサイクリングプロジェクト

目標４．サイクルツーリズム推進による交流人口の拡大

Ⅵ．魅力的なサイクリング、サイクルツーリズム創出プロジェクト

Ｒ４実績

5月20日を「自転車マナー向上キャンペーン 指
導強化の日」とし、街頭指導・広報を実施した。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施

P20

Ｒ5取組内容

5月19日を「自転車マナー向上キャンペーン 指
導強化の日」とし、街頭指導・広報を実施する。

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・現在市内の小中学校児童・生徒を対象とした自転車無料点検を実施し、自転車の整備不良による交通事故を防止す
るとともに、自転車の整備の重要性についても学んでいます。（年間あたり約７校実施）（協力：自転車軽自動車商
業協同組合沼津駿東支部）
・定期的な自転車点検の必要性や点検の方法等、自転車販売店や学校等と連携して情報発信することで、自転車利用
者の安全意識向上を図ります。
・市営駐輪場利用者を対象に自転車無料点検サービスの実施を検討し、点検整備を受ける気運の醸成やＴＳマークの普
及に取り組みます。

市担当課：生活安心課実施主体

13.自転車点検実施の推進

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

Ｒ４実績

自転車軽自動車商業協同組合沼津駿東支部と協力
し、自転車点検を希望する市内各小学校において、
自転車無料点検を実施した。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施

P21

Ｒ５取組内容

自転車軽自動車商業協同組合沼津駿東支部と協力
し、自転車点検を希望する市内各小学校において、
自転車無料点検を実施する。

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・市内の小・中・高等学校、企業等に対し、自転車安全教育の充実を図るとともに、自転車乗車時のヘルメット着用に努め
るよう指導します。
・県や警察と連携し、自転車ルール・マナーの周知・啓発のため、定期的な街頭指導やキャンペーン、自転車活用を啓発す
るイベント等を実施します。
・事故データに基づく、安全教育内容の重点化や、ルールの根拠を示す等、わかりやすいパンフレット等を作成します。

市担当課：生活安心課実施主体

14.自転車ヘルメット着用の広報啓発

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施

P22

市内小学校自転車教室、高校生自転車マナー向上委
員会等でヘルメット着用について事故データに基づき
注意喚起を実施した。
交通安全教室、市HP、SNS、ラクーン大型モニター等
により令和5年4月1日からのヘルメット着用努力義務
化について周知を図った。

Ｒ４実績

Ｒ５取組内容

市内小学校自転車教室、高校生自転車マナー向上委員会等で
ヘルメット着用について事故データに基づき注意喚起を実施する。
交通安全教室、市HP、SNS、ラクーン大型モニター等により令和
5年4月1日からのヘルメット着用努力義務化について周知を図る。

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



施策シート

措置

事業内容 ・近年、全国的に自転車関連事故の高額賠償事例が発生していることを受け、被害者救済、加害者の経済的負担を軽
減するため、県が制定した「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車損害賠償責任
保険等への加入を促進するための広報・啓発活動を実施します。

市担当課：生活安心課実施主体

15.自転車損害賠償保険の加入促進

Ⅱ．自転車安全利用促進プロジェクト

目標１．自転車利用環境の充実による安全性確保

自転車安全利用五則及び自転車保険加入促進のチラシを作成し、自転車
軽自動車商業協同組合沼津駿東支部を通して、市内自転車店で配布した。
市HPやSNS等により自転車保険加入促進について広報、啓発活動を実施した。

Ｒ４実績

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施
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Ｒ５取組内容

自転車安全利用五則及び自転車保険加入促進のチラシを作成し、自転車
軽自動車商業協同組合沼津駿東支部を通して、市内自転車店で配布する。
市HPやSNS等により自転車保険加入促進について広報、啓発活動を実施
する。

【Do】令和４年度の取組 【Act】令和５年度の取組 【目標１】



沼津市自転車活用推進計画の指標・目標値および実績・考察

【Check】計画の目標の達成状況とその考察 【目標１】

No 指標 目標値 実績と考察 参考

1 ●市内の
自転車事故発生
件数

●人口１万人あたり
R1：11.8件/万人
→R7：9.7件/万人
→R12：9.2件/万人

●人口１万人あたり
R3：9.3件/万人

【考察】
・自転車通行空間の整備を進めてきたことにより、
事故割合が減少傾向にあることから整備効果が
現れていると考える。

●人口１万人あたり
R2：数値調査中 件/万人（基準年度
比 ％増減）

2 〇自転車通行
空間の
整備延長

〇整備延長
R1：43.0ｋｍ
→R7：60.4ｋｍ
→R12：71.1ｋｍ

〇整備延長
R4見込：69.85ｋｍ（基準年度比 129％増）

【考察】
・Ｈ30年度から整備を進め、市街地エリアにおい
ては、自転車ＮＷ計画の優先順位の高い路線を順
次整備してきた。郊外エリアにおいては、太平洋
岸自転車道に位置付けられていること、サイクリ
ストが多いことからも優先的に整備が進められ、
整備率100％となった。このことから、自転車利
用者の走行性・安全性が向上されたと考える。

〇整備延長
R3：66.98ｋｍ（基準年度比 114％
増）

3 〇世代に応じた
交通安全教室の
実施回数

〇実施回数
R1：368回/年
→R7：370回/年
→R12：370回/年

〇実施回数
R4見込：561回/年（基準年度比 152％増）
参加人数38,932人

【考察】
・新型コロナウイルスの感染予防対策や実施方法
の工夫により、前年度より大幅に増加した。

〇実施回数
R3：387回/年（基準年度比 105％
増）
参加人数30,529人

4 〇自転車に重点
を置いた
交通安全教室
の実施回数

〇実施回数
R1：1回/年
→R7：5回/年
→R12：5回/年

〇実施回数
R4見込：39回/年（基準年度比 3900％増）
参加人数2,925人

【考察】
・新型コロナウイルスの感染予防対策や実施方法
の工夫により、前年度より大幅に増加した。

〇実施回数
R3：38回/年（基準年度比 3800％
増）
参加人数3,043人

目標１ 自転車利用環境の
充実による安全性の確保

●アウトカム指標・・・・・成果指標。施策の実施によりもたらされた成果。〇アウトプット指標・・・・活動指標。実施した施策の結果。
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